
個人情報取扱事務委託基準  

（基本的事項）  

 第１  乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう努めなければならない。  

 ２  乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第９項に規定する特定個人情

報（以下「特定個人情報」という。）の取扱いに当たっては、この基準

に定めるもののほか、愛知県における特定個人情報の取扱いに関する規

程等を遵守しなければならない。  

  （管理体制）  

 第２  乙は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報

を取り扱う従業者（乙の組織内にあって直接又は間接に乙の指揮監督を

受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、監査役、

理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。）の管理及び実施体制並

びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項

について定めた書面を甲に提出する。  

（秘密の保持）  

第３  乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他

に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も、同様とする。  

２  乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後におい

てもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏

らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に

必要な事項を周知するものとする。  

（従業者の明確化等）  

第４  乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定

個人情報を取り扱う従業者のほか、甲が必要と認める場合については、

書面により甲にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も

同様とする。  

２  乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約

により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監

督及び教育を行うものとする。  

３  乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である

場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関す

る事項を明記するものとする。  

４  この契約による「従業者」とは、乙の組織内にあって直接又は間接に

乙の指揮監督を受けて乙の業務に従事している者をいう。具体的には、

従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員を含む。  

（再委託の禁止）  

第５  乙は、この契約により個人情報を取り扱う事務を自ら処理するもの

とし、やむを得ず他に再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平



成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）であ

る場合を含み、再委託先が再々委託を行うなど、二以上の段階にわたる

委託を行う場合を含む。以下同じ。）するときは、あらかじめ書面により

甲の承認を得るものとする。甲の承認を得た再委託先の変更を行う場合

も同様とする。  

２  乙は、甲の承認により個人情報を取り扱う事務を再委託するときは、

この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも

書面で義務付けた上で、当該義務を遵守させるものとし、乙はそのため

に必要かつ適切な監督を行うものとする。また、甲の承認により再委託

する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照

らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することが

できる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措

置を講ずる。  

（目的外収集、利用の禁止）  

第６  乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又

は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。  

（複写、複製の禁止）  

第７  乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人

情報が記録された資料等（電磁的記録を含む。以下同じ。）を、甲の承認

なしに複写し、又は複製してはならない。また、甲の承認により複写し、

又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。  

（第三者への提供の禁止）  

第８  乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、

又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、

甲の承認なしに第三者に提供してはならない。また、甲の承認により第

三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要

最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載

の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

（作業場所等の特定及び持ち出しの禁止）  

第９  乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、

又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を

取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、

甲の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。  

 （安全管理措置に関する事項）  

第１０  乙は、甲からこの契約による事務を処理するために提供を受けた

個人情報及び乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報の漏え

い、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理（再委託先による管

理を含む。）のために必要な措置を講じなければならない。  

（資料等の返還等）  

第１１  乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、

又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、



この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、

甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。  

２  乙は、甲の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削

除又は廃棄した記録を作成し、甲に証明書等により報告するものとする。

また、乙が個人情報を削除又は廃棄するにあたっては、個人情報を復元

困難及び判読不可能な方法によるものとする。  

（第三者等からの回収）  

第１２  乙が、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、

又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等に

ついて、甲の承認を得て再委託による提供をした場合又は甲の承認を得

て第三者に提供した場合、乙は、甲の指示により、当該再委託先又は当

該第三者から回収するものとする。  

（報告検査等）  

第１３  甲は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務の

遵守状況について、乙に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若し

くは調査をし、又は乙に対して指示を与えることができる。なお、乙は、

甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。  

（事故の場合の措置）  

第１４  乙は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは

毀損が発生し又は発生したおそれのある場合のほか、この契約に違反す

る事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに

甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この場合、甲は、乙に対して、

個人情報保護のための措置（個人情報が記録された資料等の第三者から

の回収を含む。）を指示することができる。  

（損害賠償）  

第１５  乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務に

違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合、甲にその損害を

賠償しなければならない。  

 


